
「 活発な交流、支えあいの船橋 」       

社会福祉協議会は、地域住民が主体となって、子どもから高齢者まで 

孤立せず安心して暮らせる船橋地区を目指し、活動しています。ぜひ 

地区の事業にご参加いただくとともに、ご理解・ご支援をよろしく 

お願いいたします。 

令和６年度 船橋地区社会福祉協議会総会のご報告 

令和６年度 地域福祉推進員数 １１０名 

■総会参加推進員 ３６名・委任状提出者 ６５名  合計 １０１名 

■決議事項 

（１）令和５年度事業報告・決算報告の承認 【承認１０１名・否認０名】 

（２）地区社協運営委員、役員の選出 【承認１０１・否認０名】 

（３）令和６年度事業計画（案）・予算（案）の承認 【承認１０１名・否認０名】 

上記の通り、全推進員数１１０名に対して過半数の承認を受け、可決されたことをご報告いたします 

 

 

 

    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 具体的な活動内容 時期・頻度など 

会費募集活動 
組織基盤の強化と地区社協の周知のため、関係団体の

協力を得ながら社協会費募集を行う。 
7・8月強化月間 

地域敬老事業助成 
町会・自治会が実施している敬老事業に賛助し、社協

のＰＲにつなげる。 
9月以降 

船橋ふれあいまつり 
地区社協の活動ＰＲのための広報物品の配布や、協力

金の募集を行う。 
11月 3日（祝） 

高齢者交流会 地区内の高齢者を対象とした交流会。 年 1回 

船橋地区交流会 
船橋地区在住の参加者が一緒に楽しむことの出来

る企画を実施する。 
年 1回 

地区支えあい 

世代交流 

① 夏の交流会：協力者を募り、交流を図りながら雑巾

等を作り、障害者施設や特養ホーム等に寄贈する。 

② 地区支えあい世代交流 with子どもぶんか村：子ど

もぶんか村との共催事業。フラワーアレンジメント

を通じて多世代が交流し相互理解を深める。 

③ 昔遊び：地区内小学校の遊び場開放等の行事協力や

他団体との連携事業を通じて世代間の交流を図る。 

① 8月 20日（火） 

② 年 1回 

③ 千歳台小めばえまつ

り・船橋小交流事業・

希望丘小遊び場解放

等開催時に協力 

広報啓発事業 
会費の使途と地区社協活動についての理解促進及び協

力者増加に努める。 

広報紙発行（6月・3月） 

地域内行事参加（随時） 

令和６年６月３日発行第３２号 

船橋地区社会福祉協議会 

【高齢者交流会・R5.１１月】 

地元演奏者をお呼びして音楽を鑑賞し

ました。「音楽に包まれて、とても楽し

い時間でした」、「みんなと一緒に歌え

てよかった」、「お花のお土産が嬉しい」

などの感想が寄せられました。 

 

 



《船橋地区社会福祉協議会とは》 
 

 

船橋地区社会福祉協議会（略：船橋地区社協）とは、 

船橋地区に暮らす住民同士の多様なつながりを基

礎に、地区で生じる様々な生活課題に対して解決に

向けて取り組む住民主体の組織です。 
 

 

 

日頃より、船橋地区社協の事業に、ご理解とご協力をいただきましてありがとうござ

います。これからも地域福祉の推進を一人でも多くの方々にご理解いただき、新たな会

員にご加入を働きかけていただきますようお願い申し上げます。 

～社協事業の運営は、皆様からの会費により支えられています。～ 

 一般会員 ３００円以上／年間  特別会員 ５，０００円以上／年間  

 法人会員 ５，０００円以上／年間 

 ※特別会員、法人会員の皆さまは、社協の広報紙にお名前を掲載させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎会費のお申し込みは、船橋地区事務局もしくは砧地域社協事務所にお願いします。 

社会福祉協議会船橋地区事務局  連絡先 070-3946-9803 

砧地域社会福祉協議会事務所   連絡先 03-5727-6101 

年間を通して、社協会員と会費の募集をしています。 

船橋地区社協の 

活動に 

区社協が全区的に行う

事業に 

活用されます！ 

みなさまから頂戴する会費は 
５０％ ５０％ 

全区的事業 ～区社協が行う事業～ 

●ふれあい・いきいきサロン、支えあいミニデイ、

子育てサロン 

●ふれあいサービス 

●子育て支援事業 

●あんしん事業 など 

船橋地区社協の活動 

●船橋住みよいまちへの探健 

●船橋地区交流会 

●高齢者交流会 

●船橋ふれあいまつり参加 

●広報紙の発行 

●地区支えあい世代交流 

（夏の交流会、昔遊び）  など 

     など 

法人からご協力いただく会費につきましては、 
法人税法上の｢損金算入｣の対象になります 

 

《会費募集のお願い》 
 


